
20260115作成

2026年も補助金継続決定!!

補助金で お得 に交換しませんか？

TEL 0749-24-4155
滋賀県彦根市大藪町1812番地36

https://www.grandhouse.jp/

※1：基本要件：エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令（昭和54年政令第267号）第18条第26号に掲げる電気温水機器であって、

原則、「電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成25年3月1日経済産業省告示第38号）」１（2）に規定する

表における区分ごとの基準エネルギー消費効率以上の機器であること。また、インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間

帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること、又は、おひさまエコキュート。

※2：加算要件：基本要件の機種と比べて、5％以上CO₂排出量が少ないもので、2025年度の目標基準値（JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率（寒冷地含む））

＋0.2以上の性能値を有するもの。

基本要件※1 7万円

加算要件※2 10万円

エコキュート

の

補助額

（1台あたり）

加算措置

電気温水器
からの

買い替え
（1台あたり）

2万円

蓄熱暖房機

の撤去

（1台あたり）

4万円

※2025年11月28日以降に着手した工事が対象です

◆PanasonicＳｼﾘｰｽﾞ･Ｎｼﾘｰｽﾞ等

◆PanasonicＪＰｼﾘｰｽﾞ等

エコキュート

7万円 または10万円

※制度の適用には条件があります

対象機種のエコキュート交換工事で

１台あたり・・・

の補助金が受けられます


